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介護保険事業の財源

　介護保険事業は、65歳以上の人（第1号被保険者）と40
～64歳までの人（第2号被保険者）が納める介護保険料
と、公費（税金）を財源に運営しています。
　介護保険は、寝たきりや認知症などの高齢者に必要な
サービスを総合的・一体的に提供することで、本人の生
活と家族の介護を支援し、社会全体で老後の安心を支え
る仕組みです。
　皆さんが負担している保険料は、介護保険を円滑に運
営するための大切な財源ですので、ご理解とご協力をお
願いします。

◆65歳以上の人（第1号被保険者）の介護保険料の決まり方は？
　
　介護保険事業の財政の均衡を保つことができるよう算出された基準額をもとに、同一世帯内の住民税課税状
況や本人の収入（所得）により保険料が算出されます。
※基準額の決定方法

必要とされる介護サービスの総費用　×　65歳以上の人の負担分（23％）　÷　65歳以上の人数

■問 □本 高齢者支援課介護保険係（☎内線1187）

　成人用肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌が原因となって起こる、高齢者の肺炎などの発症
や重症化を予防するための予防接種です。

○定期予防接種

　今年度、成人用肺炎球菌予防接種の定期対象と
なっている人で接種を希望する人は、早めに接種し
てください。
　ただし、過去に一度でも肺炎球菌ワクチンを接種
したことのある人（全額自己負担で接種した場合も
含む）は定期接種を受けられません。　　
　
■持 予診票、保険証
予診票の配布方法　①の対象者には令和5年4月に
郵送済みです。ただし、紛失などによりお手元にな
い場合や②の対象者は□本 健康づくり課または□松 住民
福祉課窓口で接種歴確認後に配布します。
接種場所　定期接種は、市内外（県内）の医療機関
で接種が可能です（市内は下表参照）。接種を受け
る際は、事前に医療機関に予約してください。

■対 接種日時点で安中市に住民登録がある人で、次の
①または②に該当する人
①　令和5年度に次の年齢となる人
  65歳（昭和33年4月2日～昭和34年4月1日生）
  70歳（昭和28年4月2日～昭和29年4月1日生）
  75歳（昭和23年4月2日～昭和24年4月1日生）
  80歳（昭和18年4月2日～昭和19年4月1日生）
  85歳（昭和13年4月2日～昭和14年4月1日生）
  90歳（昭和  8年4月2日～昭和  9年4月1日生）
  95歳（昭和  3年4月2日～昭和  4年4月1日生）
100歳（大正12年4月2日～大正13年4月1日生）
※令和6年3月31日までの特例措置として、令和5
年度内に65歳になる年齢の人に加えて、70歳、75
歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる年
齢の人も対象になります。令和6年度以降は、65歳
の人のみ対象となります
②　接種日時点で60歳以上65歳未満の人で、心臓、
腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に障害を有する人
助成期間　3月31日まで
接種回数　1回
自己負担　2,000円（生活保護世帯や中国残留邦人
の支援などを受けている人は無料ですので、接種前
に□本 健康づくり課または□松 住民福祉課で申請してく
ださい。）

○任意予防接種

■対 接種日時点で安中市に住民登録のある65歳以上
かつ、定期予防接種の対象年齢から外れる人
※過去に市の助成を受けたことがある人は、全額自
己負担になります
接種回数　1回（助成回数は1人1回限り）
助成金額　3,000円
※接種費用から助成金額を差し引いた金額を医療機
関にお支払いください
■持 予診票、保険証
予診票の配布方法　□本 健康づくり課、□松 住民福祉課
で接種履歴確認後に配布します。
接種場所　左記の市内医療機関のみ（原則要予約）

■問 □本 健康づくり課予防係（☎内線1172）
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介護保険料の納め忘れはありませんか成人用肺炎球菌予防接種　公費助成のお知らせ

医療機関名
アミヤ医院

あやこまごころ診療所
有坂内科医院

いのうえ整形外科・内科クリニック
いわい中央クリニック
大貫クリニック
おにかた医院
くろさわ医院
公立碓氷病院
櫻井内科医院
さるや内科医院
正田病院
城田医院

須藤病院　※予約不要
田口医院

武井内科循環器科
永山医院

半田内科医院　※予約不要
藤巻医院
堀口医院
本多病院
松井田病院

みやぐち医院　※予約不要
もてき内科医院

電話番号
☎385－1511
☎388－1180
☎381－0485
☎380－1717
☎381－2201
☎380－1181
☎385－1351
☎393－5311
☎385－8221
☎385－8551
☎384－3681
☎382－1123
☎385－7858
☎382－3131
☎393－1731
☎393－1005
☎381－0314
☎385－6031
☎393－1324
☎381－0229
☎382－1255
☎393－1301
☎384－1126
☎382－2510

市内指定医療機関 （50音順）
◆65歳以上の人（第1号被保険者）の介護保険料の納め方は？
　
　年金の受給額が年額18万円未満の人は、市が送る納付書で納めてください。
　年金の受給額が年額18万円以上の人は、年金から天引きされます。ただし、年金の受給額が18万円以上で
も、次のいずれかに該当する人は、年金からの天引きが開始または再開されるまでの間（6か月から1年間）、
市が送る納付書で納めてください。

（1）年度途中で、65歳になった人
（2）年度途中で、他の市区町村から転入した人
（3）年度途中で、年金の受給が始まった人
（4）年度途中で、所得更正等により保険料が減額
になった人（年金天引きが中止されます。）

（5）年度途中で、所得更正等により保険料が増額
になった人（増額前の保険料は年金から天引きさ
れ、増額分を納付書で納めます）。

（6）年金の一時差止めや支給停止になった人
（7）年金担保の借入れを行った人

◆介護保険料を滞納すると？

納期限を過ぎると 督促が行われます。督促手数料や延滞金が徴収されることがあります。

1年6か月以上
滞納すると

利用したサービス費用はいったん全額負担となり、申請しても保険給付の一部
または全額が一時的に差止められ、そこから滞納保険料分を差し引くことがあ
ります。

1年以上滞納すると 利用したサービス費用はいったん全額負担します。
申請によりあとから保険給付分が支払われます。

2年以上滞納すると 利用者負担の割合が引き上げられるほか、高額介護サービス費などの支給が受
けられなくなります。

国
25％

65歳以上の人
23％

介護保険給付の財源
※居宅サービスの場合

40～64歳の人
27％安中市

12.5％

群馬県
12.5％

介護保険料公費（税金）


